
 
            

 
 

 

 
 市議会報告第 1080 号（09
年 3 月 16 日付）で、定額給
付金の記事と見出しで「申請
書郵送時期が 4 月下旬、支給
開始が 5 月」と記載しました
が、「申請書郵送時期が 3 月
下旬、支給開始が 4 月」の誤
りでした。お詫びして訂正い
たします。 
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i_megumi@d8. 
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北栄 2-3-16-203 
☎354-9269 
m5mise@jcom. 
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学
校
教
育
現
場
に
大
き
な
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
る
教
員
免
許
更
新
制
度
。
時
の
政
府
・
行
政
の
い
い
な
り

に
な
ら
な
い
教
員
の
教
壇
か
ら
の
排
除
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
制
度
で
あ
り
、
現
場 

か
ら
も
大
き
な
批
判
の
声
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
保
育
制
度
「
改
革
」
と 

称
し
て
、
市
町
村
の
保
育
実
施
義
務
を
な
く
し
、
保
育
を
民
間
市
場
に
ゆ
だ
ね
て
、 

保
育
の
公
的
責
任
を
大
き
く
後
退
さ
せ
る
「
新
制
度
」
が
厚
生
労
働
省
に
よ
っ
て 

す
す
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
父
母
か
ら
も
保
育
の
現
場
か
ら
も
怒
り
の
声
が
広
が
っ 

て
い
ま
す
。
日
本
共
産
党
は
こ
う
し
た
声
を
国
に
届
け
る
た
め
、
２
本
の
意
見
書 

を
提
案
し
ま
す
。
提
案
理
由
説
明
と
採
決
は
議
会
最
終
日
の
２
６
日
の
予
定
で
す
。 

 
入船 4-37-14 
☎355-8526 
minamotonton@ 
jcom.home.ne.jp 
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０
７
年
６
月
に
教
育
職
員
免

許
法
が
改
悪
さ
れ
、
教
育
職
員
免

許
状
に
一
方
的
に
有
効
期
限
を

設
け
、
現
職
教
員
約
百
十
万
人
全

員
に
１０
年
ご
と
に
最
低
３０
時
間

程
度
の
更
新
講
習
を
義
務
づ
け
ま

し
た
。
更
新
講
習
を
受
け
終
了
が

認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
免
許
の
失
効

と
な
り
、
教
員
は
失
職
す
る
こ
と

も
あ
り
う
る
重
大
な
制
度
で
す
。 

  

  

学
校
現
場
は
深
刻
な
人
手
不

足
、
講
習
で
毎
年
１０
万
人
が
数

日
間
職
場
を
は
な
れ
る
こ
と
は
、

教
員
の
多
忙
化
に
拍
車
が
か
か

り
、
日
常
的
な
教
育
活
動
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
あ
き

ら
か
で
す
。 

育
に
か
か
わ
る
諸
問
題
を
保
育

所
や
保
護
者
任
せ
に
す
る
こ
と

な
く
、
市
町
村
保
育
の
実
施
主
体

と
し
て
最
終
的
な
責
任
を
負
っ

て
お
り
、
こ
れ
が
保
護
者
の
安
心

と
保
育
所
運
営
の
安
定
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
「
新

制
度
」
は
、
市
町
村
の
責
任
が
大

き
く
後
退
す
る
た
め
、
保
育
所
と

保
護
者
に
多
く
の
負
担
と
な
り

ま
す
。 

教
員
免
許
は
終
身
免
許
状
の

は
ず
な
の
に
、
免
許
は
く
奪
の
圧

力
で
教
員
を
委
縮
さ
せ
る
も
の

で
す
。
教
員
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に

役
立
つ
ど
こ
ろ
か
、
百
害
あ
っ
て

一
利
な
し
で
す
。
矛
盾
を
告
発

し
、
何
と
し
て
も
や
め
さ
せ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

   

 

「
希
望
す
る
保
育
所
を
選
べ

る
」
「
保
育
所
の
数
が
増
え
る
」

―
新
制
度
を
バ
ラ
色
に
描
く
宣

伝
が
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

新
制
度
の
最
大
の
問
題
は
、
児

童
福
祉
法
２４
条
に
も
と
づ
き
市

町
村
が
直
接
保
育
を
提
供
し
て

い
る
保
育
実
施
責
任
が
な
く
な

る
こ
と
で
す
。
現
行
制
度
は
、
保 


